
特定非営利活動法人 らいむざハウス 定軟

第1幸 鑢則

(名称)

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人らいむざハウスという。

(事務所)

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都11村市に置く。

(目 的)

第 3条

え抜、し様々な体験活動ができる居場所を提供する事業を行うことによって、こど

もやイ者が自分らしく生きることができ、自身の持未に希笙が持てるようえ検す

るとともに、地域の人人や関係:機関と繋がりながら、こどもが安ヽして春らせる

温かな地域コミュニティの形成に寄与することを目的とする。    な

(特定非営利活動の種類)

第 4条  この法人は前項の目的を達茂するため、次のil彎げる種類の特定非営利活動
を行う。

(1)子 どもの健全育茂を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁4スは子わの推進を図る活動
(4)前各子に掲げる活動を行う団体の運営スは活動に関する連絡、助言スは援助
の活動

(事業)

第 5条  この法人は第3条の目的を逹茂するため、特定非営オ1活動に係る事業を行

第2+ 日的及び事業

この法人は、見域の子どもや暑若を対象として、学智え抜、相談え援、食事の

こどもが自由に学習や菱びや様々な体験ができ、無料で食事もできる居場所

を提供する事業
こどもの学習指導及び学習サポート事業

特性を持ったこどもの自立をえ検する事業
こどもや保護者からの姜請に應じて相談を受ける事業

その他目的を達茂するために亮姜な事業

第 3幸 会員
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第 6条  この法人の会員は次の2種 とし、工会員をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という)上の社員とする。

(1)工 会 員 この法人の目的に贅同して入会した個人及び団体
(2)サ ポーター会員 この法人の目的に贅同し、継続的に活動をえ検するために

入会 した個人及び団体

(入会)

第 7条 会員の入会について、特に条件はためない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別にためる入会申ム吉によ
り、理事長に申したむものとし、理事長は、工当な理由がない限り、入会を認め

なければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、逮やかに、理由を付 した吉働
をもって本人にその旨を近昇 しなければならない。

医 会金及び会費)

第 8条 会員は、鑢会において別にためる入会全及び会費を納入しな・けれ
ばならない。

(会員の
′
;無
,|みの長失)

第 9条 会員が次の各子の一に該当するに二ったときは、その奇格を夫失する。
(1)珍 属を提出したとき。
(2)本人がえ七もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)会員である団体が消滅 したとき。
(4)継涜して 2年以上会費を滞納 したとき。
(5)1余名されたとき。

(退会)

第 10条 会員は、理事長が別にためる退会漏を理事長に提出して、任意に追会するこ
とができる。

(除名)

第 11条 会員が次の各子の一に該当するに二ったときは、鑢会において工会員数 3分
の2以上の議決により、これを除名できる。この場合、 この会員に対 し、議決
の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)こ の定款等に逹反したとき。
(2)こ の法人の名誉を傷つけ、スは目的に反する行為をしたとき。

第 4幸 役員及び職員
(種別及び定数)

第 12条  この法人に次の役員を置 く。
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(1)理 事   3人 以上 10人 以下
(2)監 事   1人 以上 2人以 下
2 理事のうら、 1人を理事長、若千名を副理事長とする。

(選任等)

第 13条 理事及び監事は、鯰会においてこ任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互理とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者着しくは3礼等以内
の親族が 1人 を超えて合まれ、スは当該役員並びにその配偶若及び3親等以内
の親族が役員の鯰数の3分の 1を 超えて合まれることになってはならない。
4 法 20条各子のいずれかに該当するオは、この法人の役員になることが
できない。

5 監事は、理事スはこの法人の戦員を兼ねることができない。

(戦務)

第 14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を鑢理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故あるときスは理事長
が久けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を

執イ子する。

4 理事は、理事会を構成し、このた款のため及び理学会の議決に基づき、
この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる戦務を行う。
(1)理事の業務執行の状況の監査をすること。
(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務スは財産に関し不工の
行為スは法李着しくは定款に逹反する重夫な事実があることを分几した場

合には、これを鑢会スは所轄庁に報告すること。

(4)前子の報告をするために必要がある場合には、鑢会を招集すること。
(5)理事の業務途行の状況スはこの法人の財産の状況について、理事に意几
を4べ、着しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

条 役員の任期は 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補久のため、スは増員によって就任 した役員の任期は、それぞれの前任
オスは現任者の任期の残存期間とする。
3 前 2項の規定にかかわらず、任期満了前に、鑢会において後任の役員が二任
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された場合は、当該鑢会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後

任の役員が選任 されていない場合には、任期の末口後最初の鑢会が終結するよ

でその任期を仲長する。

4 役員は、4任スは任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その戦
務を行わなければならない。

(欠員補鬼)

第 16条  J里事スは監事のうら、その定数の3分の1を 超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第 17条 役員が次の各号の一に該当するに二ったときは、鑢会において工会員鯰数の
4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役
員に対し、議決の前に弁明の棧会を与えなければならない。

(1)組 身の故障のため、戦務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)戦務上の義務逹反その化役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第 18条 役員は、その鑢数の3分の 1以下の範囲内で報酬を史けることができ
る。

2 役員には、その戦務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項 に関し又姜な事項は、鑢会の議決を経て、理事長が別に定める。

(戦員)

第 19条  この法人に、職員を置くことができる。
2 戦員は理事長が任免する。

第 5幸 然会
(鑢会の種別)

第 20条  この法人の鑢会は、4常鑢会及び臨時鯰会の 2種 とする。

(鑢会の構成)

第 21条 鯰会は、工会員をもって構成する。
(鑢会の権能)

第 22条 機会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
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事業計画及び予算並びにその変更

事業報告及び決算

役員の理任及び解任

役員の職務及び報酬
入会金及び会費の頼

介産の管理方法

借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償竜する短期借入金を除く。第

48条について同じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放素
解散における残余財産の帰属

事務局の組織及び運営

その化理学に関する重姜事項

(11)

(12)

(13)

(鑢会の開催)

第 23条 範常鑢会は、毎年 1口開催する。
2 臨時鯰会は、次の各子の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2)工会員鑢数の5分の 1以上から会議の目的である事項を

=こ
載した吉衝を

もって召集の請求があったとき。

(3)第 14粂第4項第4子の規定により、監事から招集があったとき。

(機会の招集)

第 24条 鑢会は前条第 2項第 3子の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2子の規定による請求があったときは、
その日から14日 以内に臨時鑢会を招集しなければならない。

3 鑢会を招集するときは、会議の同時、場所、目的及び客議事項を記載した吉
衝、スは電磁的方法をもって、夕な`くとも5日 前までに範知しなければならな

い
。

(鑢会の議長)

第 25粂 鑢会の議長は、その鑢会において、出席した工会員の中から4出 する。

(鑢会の定足数)

第 26条 機会は、工会員鑢数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することができな
い
。

(鑢会の議決)

第 27条 鯰会における議決事項は、第 25条第 3項 の規定によってあらかじめ範知し

仄
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た事項とする。 (た だし、議事が繁恙を姜する場合については、出席した工会

員鑢数の3分の 2以上の同意があった場合は議題とすることができる。)
2 鑢会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した工会員の最半数を
もって決し、可不同数のときは、議長の決するところによる。

(鑢会の友決権等)

第 28条 各工会員の友決権は、千等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため鑢会に出席できない工会員は、あらかじめ逍知され
た事項について吉面をもって友決し、スは他の工会員を代理人として表決を委

任することができる。

3 前項の規定により友決した工会員は、第 27条、前条第 2項、次粂第 1項及
び第50条第 1項 (定款の変え)の道月については、鑢会に出席したものとみな
す。

4 鑢会の議決について、特別の利害関係を有する工会員は、その議事の議決に
カロわることができない。

(鑢会の議事録)

第 29条 鑢会の議事については、次の事項を丸載した議事録を作成しなければならな

(1)同 時及び場所
(2)工会員鑢数及び出席オ数(吉働表決者スは泉決委任者がある場合にあっ
ては、その数を付記すること。)

(3)客議事項
(4)議事の経過の机妥及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が
署名ヌトは詭名押

`Fし
なければならない。

第6幸 理事会
(理事会の構成)

第 30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)

第 31条 理事会は、この定款でためるもののほか、次の事項を議決する。
(1)鑢会に付議すべき事項
(2)鑢会の議決した事項の執行に関する事項
(3)そ の他鑢会の議決を姜しない会務の執行に関する事項
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(理事会の開催)

第 32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が羹姜と認めたとき。
(2)理事鑢数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書働着
しくは電磁的方法をもって招年の請求があったとき。

(3)第 15条第 5項第4子の規定により、監事から招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第 33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2子及び第3号の規定による請求があったときは、そのロ
から14日 以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の口時、場所、目的及び客議事項を記載した
吉衝スは電磁的方法により、開催口の夕なくとも5日 前までに近知しなければ

ならない。

(理事会の議長)

第 34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の員半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)

第 36条 理事会における議決事項は、第 33条第 3項 の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。

2 理事会の議事は、理事鑢数の員半数をもって決し、可番同数の時は、議長の
決するところによる。

(理事会の友決権等)

第 37条 各理事の友決権は、千等なるものとする。
2 やむを行ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ逍始され
た事項について吉面をもって表決することができる。

3 前項の規定により友決した理事は、前条及び次条第1項 の運用について
は、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
かわることができない。
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第 38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しむければなら
ない。

(1)口 時及び場所
(2)理事鑢数、出席オ数及び出席若氏名(書働表決者にあっては、その旨を付
記すること。)

客議事項

議事の経員の枕姜及び議決の結果

議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議においてこ任された議事録署名人 2人以上が
署名スは

=こ
名押
`Fし
なければならない。

第 7幸 贅産及び会計
(奇産の構茂)

第 39粂  この法人の奇産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産日録に

=こ
載された奇産

入会金及び会費

寄付金品

財産から生じる1え益

事業に伴う収益

その他の収益

(奇産の区分)

第40条  この法人の奇産は、特定非営利活動に係る事業に関する奇産の1種 とする。

(奇産の管理)

第 41条 この法人の奇産は、理事長が管理 し、その方法は、鑢会の議決を経て、理事
長が別に定める。

“

を計の原則)

第 42条  この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければなら
ない。

(会計の区分)

第 43条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の 1種 とする。

(事業計画及び予算)

第44条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、縁事業年度、理事長が作成し、
鑢会の議決を経なければならない。
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(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が茂主しないとき
は、理事iは理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収益費用を諾じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに茂立した予算の楓益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、贅借対照友及び財産日録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、えやかに理事長が作成し、監事の監査を受け、

鑢会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第47条  この法人の事業年度は、無年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

(臨棧の措置)

第48条 予算をもってためるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担
をし、スは権利の及栞をしようとするときは、鯰会の議決を経なければならな
い 。

第 8幸 た款の変え、解散及び合併
(定款の変え)

第 49条  この法人が定款を変更しようとするときは、鑢会に出席した工会員の4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項 に規定する次に掲げる

事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目 的
(2)名称
(3)そ の行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種
類

(4)主 たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変えを伴 うものに
「Rる 。)

(5)社員の奇格の得長に関する事項
(6 役員に関する事項 (役員の定数に係るものを除く。)

(7 会議にかんする事項

(8 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関す

る事項

(9)解散に関する事項 (残余財産の帰属すべきオに係るものに「Rる 。)
(10)定款の変更に関する事項
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2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を行なければならな
い事項を除く。)し たときは、所轄庁に属け出なければならない。

(解散)

第 50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
鑢会の決議

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

工会員の欠亡

合併

'破
産手続開発の決定

所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1子の事由によりこの法人が解散するときは、工会員鯰数の4分の 3
以上の承露を得なければならない。

3 第 1項第 2子の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら
ない。

(残余財産の帰属)

第 51条  この法人が解散 (合併スは破産手続開発の決定による解散を除く。)し たとき
に残存する財産は、法第 11条第 3項 に掲げる者のうら、機会において議決し

たものに譲渡するものとする。

(合併)

第 52条  この法人が合併 しようとするときは、鑢会において工会員鑢数の4分 の3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 9幸 ダ告の方法
(グ告の方法)

第 53条  この法人のグ告は、この法人の掲ホ場に掲示するとともに、宦報に掲載して
行う。

2 法第 28粂の2第 1項 に規定する岱借対照表のグ告については、内閣府NPO
法人ポータルサイトに掲載して行う。

第 10幸 事務局
(事務局の設置等)

第 54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長その他の戦員を二くことができる。

１

■

，
“

/oヽ
ヽ0ノ

(4)
/rヽ
kt)ノ

´
０
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(職員の任免)

第 55条 事務局長及び戦員の任免(任今)は 、理事長が行う。

“

ユ織及び理学)

第 56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を径て、理事長が
別にためる。

第 11条 雄則
(鮨則)

第 57粂 この定款の施行について必要な紳則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
をためる。

『十  り調1

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする
理事長        水嗚恙子
副理事長       水野義裕
副理事長       鈴木洛え
監事         `F南 修太

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項 の規定にかかわらず、茂立の
日から合わ 8年 6月 30日 までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び1ええ予算は、第 45条の規定にかかわらず、設
立機会のためるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第 46条の規定にかかわらず、成立の日から李
わ 8年 3月 31日 までとする。
6 この法人の設立当初のλ会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわらず、次に掲げる
額とする。

(1)入会金
工会員 2,000円

5,000円

(2)年会費
工会員 3,000円

10,000円

1口  1,000円
1口  10,000円

個人会員

団体会員

個人会員

団体会員

個人会員

団体会員

サポーター会員

11



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係 ) 設立・役員変更用

役員名簿 (役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人 らいむぎハウス

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

イ

イ

2 役員一覧

役 名
(フ リガナ)

氏  名
報酬の有無 役職名等

理事
ミズシマ ケイコ

水嶋 恵子
毎 理事長

理事
ミズノ ヨシヒロ

水野 義裕
缶 副理事長

Ｏ
Ｊ 理事

スズキ マサシ

鈴木 ‖専史
毎 副理事長

′
４ 監事

インナミ シュウタ

印南 修太
缶

Ａ

υ

７

，

０
０

Ｏ

υ

ｎ
Ｕ



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 らいむぎハウス
1 事業実施の方針
令和 7年度も前年に引き続きこどもたちの居場所づくりである事業、学習サポー ト事業、特性を持っ

たこどもの自立を支援する事業、相談を受ける事業を継続して実施する。

なお、今年度より、相談を受ける事業の単独開催を中止し、居場所づくり事業開催日での開催とする

が、個別相談に関しては、対象者の希望に応じて、随時行うこととする。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用 【8,346】 千円 )

0千円

100千 円

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

こどもが 自由
に学習や遊び
や様々な体験
ができ、無料で
食事 もできる
居場所を提供
する事業

由
理
す
業
自
供
に
ン

,
用
げ

どもたちが安心して目
に学習、遊び、工作、調
ができる居場所を提供
る「リアルてらこや」事
。開催時間内は出入 り
由。手作りの食事の提
も行う。また、外部講師
よる体験提供、ワーク
ョップの開催も随時行
。配布できる食料品、日
品等があれば、おみや
として配布する。

毎月第 2
土曜 日午
前中及び
毎月第 4
水 曜 日
14 日寺か
ら 19日寺
半 (小 学
生 は 16
時 半 ま
で,

法人事務
所

650人

羽村市内
及び近隣
の自治体
に住んで
いる小学
生から高
校及びそ
の保護者

1,000人 8246
千円

こどもの学習
指導及び学習
サポー ト事業

学校在学中の不登校児
や、高校、大学、専門学校
への進学を目指 している
こどもたちの学習をサポ
ー トする。羽村市こども
家庭センター等からも、
受け入れ依頼があれば応
じ、無償にて学習指導を
イテう。

上記事業
と同時開
催 並 び
に、対象
者の要請
に応 じて
随時実施

法人事務
所並びに
対象者に
応 じた場
所 (プ リ
モホール
ゆ と ろ
ぎ、対象
者 自 宅
等)

5人

羽村市内
及び近隣
自治体に
住んでい
る小学生
から高校
生、並び
に進学意
志のある
こども

5人

特性を持った
こどもの自立
を支援す る事
業

特別又破激やははた きク
ラス等、コ ミュニケーシ
ョンに課題 を持つ こども

発亀ぢ

`基

冤
1臭

先!早急F塚
んなで遊び、勉強し、料理
をし、お互いにコミュニ
ケーションを取 り、ボラ
ンティアの大人や高校生
との共同生活を体験す
る。

8月 予定 法人事務
所

12人

居場所づ
くり事業
へ参加の
経験があ
る、特性
を持った
こどもた
ち

12人

こどもや保護
者からの要請
に応 じて相談
を受ける事業

対象者からの要請に応 じ
て、社会福祉士や精神保
健福祉士を中心に、日頃
の悩み等を気軽に話せる
場所を提供する。

毎月第 2
土曜 日午
前 9日寺か
ら 12時、
及び毎月
第 4水曜
日 14時
か ら 19
時半、並
びに対象
者からの
要請に応
じて随時

法人事務
所並びに
対象者に
応じた場
所

5人

羽村市内
及び近隣
自治体に
住んでい
るこども
やその保
護者並び
に大人

5人 0千円



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

事業費
(千円)

足萩 に記載

さ
事
れた
業名

事業内容 日口寺 場所
従事者
人数



設立・定款変更用

書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 らいむぎハウス

1 事業実施の方針
令和 8年度も前年に引き続き法人事務所にて子どもたちの居場所作り事業、学習サポー ト事業、特

性を持ったこどもの自立を支援する事業、相談を受ける事業を継続して行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【8,280】 千円 )

事業費
(千円)

8180 二F
円

0千円

100千円

笏
徴
■

，

１

ノ

文
受 益載記

た
名

に
れ
業

款
さ
事

定
事業内容 日口寺 場所

従事者
人数 銃誦

脇
職
勝
囁
淋
は半＞

毎
上
前
毎
水
１４
ら
半
生
時
で

法人事務
所

650人

内
隣
体
で
学
高
び
護

市
近
治
ん
小
ら
及
保

村
び
自
住
る
か
生
の

羽
及
の
に
い
生
校
そ
者

1,000人

由
び
験
で
る
供

湘戦椰剛一毅ｋ

も
習
々
き
、も
所
勢

ど
学
様
で
事
場
る

こ
に
や
が
食
居
す

字
き
り
催
り
ど
遊
場
師
ク
行
日
や

こどもたちに安心して
習や遊びや料理等がで
る居場所を提供する「

アルてらこや」事業。開
時間内出入自由。手作
の食事も提供する。こ
もたちは自由に学習、
び、工作、調理ができる
所とする。また、外部講
による体験提供、ワー
ショップの開催も随時
う。配布できる食料品、
用品等があれば、おみ
げとして配布する。

肉
隣
に
い
生
校
び
通
の
ど

雨
近
体
で
きｉ
局
並
学
志
こ
ち

村
び
治
ん
小
ら

進ヽ
意
る
た

羽
及
自
住
る
か
生
に
学
あ
も

5人
習
一習
柴

学
学
義

の
び
ト

も
及

一

ど
導
ポ

こ
指
サ

や
の
ど
卜
庭
け
じ
を

児

へ
こ

一
家
受
応
導

校
校
る
ポ
も

ヽ

指ヽ

登
学
い
サ
ど
も
ば
習

不
門
て
を
こ
ら
れ
学

の
専
し
習
市
か
あ
て

神」睛け淋
・等かに

在

．）を
ち

。夕
依
無

，

校
校
学
た
る
ン
れ

うヽ

学
高
進
も
す
セ
入
て
行

業
開
に
か
請
て
施

事
時
び
者
要
じ
実

記
同
並
象
の
応
時

上
と
催
対
ら
に
随

務
に
に
場
リ
ル
ろ
象
宅

層鄭笏
眈げ
ホ一と対ヽ自＞

法
所
対
応
所
モ
ゆ
ぎ
者
等

5人

た
立
事

つ
自

る

持
の
す

を
も
援

性
ど
支

特
こ
を
業

ク
シ
も
の
み
理

ニ
ラ
生

き

一
ど
日

。料

ユ
ボ
校
る
。

た
ケ
こ
２
る

（ミ

高ヽ
ケ

ば

二
っ
泊
す
銀

コ
リ
や
輿

は

ユ
持
１
施
”
に
取
人
体

や
ミ
を
こ
実
「
い
を
大
を

級
コ
題
象
を
び
互
ン
の
活

抜

課ヽ
対‐
会
遊
お
ョ
ア
生

又
等
に
を
り
で

シヽ
イ
同

別
ス
ン
ち
泊
な
し

一
テ
共

特
ラ

ヨ
た
お
ん
を
ケ
ン
と

8月 予定
法人事務
所

10人

作

へ
経
あ
性
た
た

射韓”が特ヽもっ島

居
り
参
験
る
を
こ
ち

10人

5人

護
請
談
鷺

保
要
相
響

や
の
て
る

も
ら
じ
け

ど
か
応
受

こ
者
に
を

じ
保
頃
る

応
神
日
せ

に
精

話ヽ

請
や
に
に

要
士
心
軽
る
。

の
祉
中
気
ケ

ら
福
を
を
供

か
会
士
等
提

者
社
祉
み
を

象

福ヽ
悩
所

対
て
健
の
場

”』・い‐２日寺、制鍵山］半、並能̈
詢側

毎
土
前
ら
及
第
日
か
時
び
者
要
じ

法人事務
所並びに
対象者に
応 じた場
所

5人

内
隣
に
い
も
保
び

市
近
体
で
ど
の
並
人

村
び
治
ん
こ
そ
者
大

羽
及
自
住
る
や
護
に

0千円



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【  】千円)
載記
た
名

に
れ
業

欣
さ
事

足
事業内容 日日寺 場所

従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係)

令和 7年度 活動予算書 (その他事業が生上場合)
特定非営利活動法人 らい0ざハウス

正会11受取会費
賛助会11受取会費

36.000

0

130,

受取寄附金
施設等受人評価益

130.000
0

真如苑 多摩地域市民活動公募助成
羽村市 市民提案型協働事業
オリックス宮内財団 2025ド期・子ども食セ"応授プロジェクト
むすびえ。ことも食生基金 2025年 度春募集

320

150

100

150

000
000
000

000

特性を持ったこともの向 ′ヽを支援する事業 30.000

受 15又利息
雑収入

as I: 951.000

1

2

給料千当
役il報酬
退職給付費用
柿利厚生費

0

0

0

78.000

資材費
外部,‖師謝礼0
術品費
消耗品費
行事保険料
会議巡‖費
印刷費
製本費
子供 l:作費
会場費
リース料
雑聾

264.000
70.000
70.000
70.000
67.650

50.000
40.000
30.000

35.000
30.000

28.000
2.030

役11報田
総料千当
遇職給付費用
価利厚′L費

会議運営費
交際費
研修・資料収共費
雄費

20.000
15.000

27.200
3. 120

当  朗  ■: 常  : Al― B

過年度損益修正益
1‖

災害相失
l'1

当 期
": 
タ C

民税

+

I「

曖 」用  ]
1 001



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和8年度 活動予算書 (その他事業がム1生場合)
特定非営利活動法人 らいむぎハウス

正会11受取会費
賛助会11受取会費

36.000
0

受取寄附金
施設等受人評価益

100.000

0

こともの人来応援基金 880.000

特性を持つたこどもの「 l、′を支援する事業 30.000

の

1.000
0.000

受取利息
雑収入

食材費
外部講師謝礼金
備品費
消耗品費
行事保険料
会議選‖費
印 1夕 費
製本戯
子供「 作費
会場費
リース料
教材費
雑費

265.

40.

70.

85.

65.

20.

30,

30.

25.

30.

50.

20.

20.

000

000
000

000

000

000
000

000
000

000

000
000

000

78.000

1

給料千当
役員報用
退職綸付費用
補利厚生費

1

2

役11報日
給料千当
辺職給付費用
福利厚′F費

20.000
15.000
30.000
7.000

会議運ギ:費
交際費
研修・資料収集費
雑費

A 157.000

|‖

過年度11益修正益

里
I^1 疋

災害投失

(1)‐ 157.)

囮
:E
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設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係 )

特定非営利活動法人らいむぎハウス 設立趣旨書
私たちは、ここ羽村市で子育てをし、学校や教育の現場で働き、地域の一員としてこどもたちを見守って

きました。その中で、生まれ育った環境による教育格差、貧困問題、発達に特性をもつこどもの支援、不登

児の現状など、さまざまな課題に直面してきました。

羽村市では、不登校および不登校傾向にあるこどもたちが2026年 1月 末時点で小学生の1.6%に あたる178

が確認されており、中学生では7%ま で数字が増えてしまいます。また、長期休み明けに登校してくるこ

どもたちの中には体重を落としてしまつている子もおり、理由を尋ねると、「置いていったお金でお菓子を

った」、「お母さんが帰ってくるまで台所を使うなと言われた」などの声がありました。空腹を満たすだけ

栄養バランスに欠けた食事や、保護者不在の食卓での食事が常態化してしまっているこどもたちが一定数

在している姿が実際に確認され、こどもたちを取り巻く環境において、貧困とはまた違った形でのさまざ

まな課題が見えてきました。行政や公教育の支援が決して届くことがない、いわば「すき間」にいるこども

ちが数多く存在しています。

そのようなこどもたちと接している中で「今、こどもたちに何が必要で、私たちにできることは何か」を

えた結果、学校の内側ではなく、学校の外側からこどもたちを支援する必要性を痛切に感じ、「安心して

ごせる居場所づくり」と「無料の学習支援」、そして「大人と一緒に自炊する体験とみんなで一緒に食べ

る温かな食卓環境」を提供する事業を行うため、2021年 7月 に任意団体としての『らいむぎハウス』を設立

しました。以来、毎月第2土曜日に小学生から高校生を対象とした自由に学習や遊んで過ごせる場所を提供

し、併せてこども食堂を開催する『リアルてらこや』事業を継続的に開催しています。活動が5年目に入つ

いる今、有り難いことに、平均で50人のこどもたち、そして大人のボランティアさんも40人が集う、みん

なの居場所となっています。

私たちは、このような学校や家庭以外でも安心して過ごせる居場所を設けることで、信頼できる大人や仲

との出会える場所を提供し、すべてのこどもたちが学びや体験の機会を得ることができ、人と人との繋が

りの中で、自己肯定感を育めれば、との思いで活動を続けてきました。多くの地域の方々やボランティアの

さまに支えられた活動を通じて、難しい環境に身を置いているこどもたちが少しずつ笑顔を取り戻し、

「ここが自分の居場所だ」と、感じてくれている子どもたちも増えています。

昨年からは、中高生や不登校のこどもたちが安心して過ごせる場所として、毎月第4水曜日にも『リアル

らこや』事業を開催しています。こちらは会場として一軒家を丸々使用しており、より家庭的な雰囲気を

わってもらえるよう努めています。

また、夏休みには特別支援級や通級指導教室に通うこどもたち、コミュニケーションに課題を持つこども

ちを対象とした一泊二日のお泊り会を実施しており、こどもたちにはコミュニケーションの場を、高校生

にはボランティア体験を通じた成長の場を提供しています。

こども食堂の調理に関しては、土曜、水曜共に、こどもたち自身で行う体験型こども食堂とし、「楽しみ

ながら自立ヘー歩踏み出す」ことを大切にしています。

また、社会福祉士・精神保健福祉士などの資格と実務経験を持つスタッフもおり、日頃の悩み事などの個

ll相談にも対応しています。

活動の周知はポスターやSNS、 そして参加者が新しい参加者を連れてくる “つながりの輸"によつて広が

っています。

大きな成果として、学校や家庭以外でも安心して過ごせる「第二の居場所」を確立できたことが挙げられ

ます。さらに、参加していたこどもが学生ボランティアヘと成長したり、不登校だった子が、教師を夢見て

学進学を果たしたりするなど、こどもたちの成長が見られます。

また、大人のボランティアもそれぞれがや りがいを持ち、こどもも大人も自分の居場所を感 じられる点

は、私たちの活動の大きな成果です。今年度から正式に羽村市様からの後援もいただくことになり、行政や



が

業、他団体との繋がりも広がり始めています。

このように、熱意とこどもへの思いを持って活動を続けてきましたが、任意団体である限り、経済的な課

や社会的信用の確立が難しい部分もあります。また、活動は主に寺院の一部をお借りして行っています

、宗教活動の一環として誤解されるケースもありました。法人化することによって、より多様な価値観を

つ方々にも安心してご参加してもらえるようになると考えております。

この活動を持続し、地域からの信頼を得るためにも、特定非営利活動法人 (NPO法人)と して社会的信
と運営基盤を確立することが必要だと判断しました。法人化によって、参加者・保護者・地域住民・ボラ

ンティア・行政・企業など、関わるすべての人がより安心して関われる公正な団体となることを目指しま

そこで私たちは、特定非営利活動法人 (NPO法人)らいむぎハウスを設立することを決意いたしまし
た。

今後は法人格を得ることで、助成金や寄附金の活用、行政や教育機関との連携を強化し、より多くのこど

もたちに安全で温かな居場所を届けてまいります。

ここ羽村市から、地域の誰もがこどもを支える一員となり、「共に育ち、共に生きる社会」の実現を目指

します。

申請に至るまでの経過

令和 3年  7月
令和 3年  8月

任意団体「らいむぎハウス」発足

無償学習支援、居場所作り、こども食堂である第 1回 「リアルてらこや」事業実施

以後、毎月第 2土曜日に開催へ。

夏休みスペシャル初開催。平日3日 間の連続開催。以後、毎年開催。

保護者の語らいの場として「くれよんの会」初開催。以後、毎月 1～ 2回開催。

NЮ法人化を有志メンバーに提案し、内諾を得る。

平日「リアルてらこや」初開催。以後、毎月第 4水曜日開催へ。

夏休みスペシャル開催時に、「バザールらいむぎ」を初開催。

宿泊事業初開催。コミュニケーションに課題を持つ子たちによるお泊り会。以後、毎

年夏休みに開催。

NЮ法人化した場合の会員メンバーを決定。

「くれよんの会」を保護者に限らず、全ての悩みを持つ人の語 らい、相談の場へ。

「リアルてらこや」開催時の同時開催に変更。

特定非営利活動法人らいむぎハウスの設立総会開催

年  6 月 21 日

設立代表者

令和 4年

令和 4年

令和 6年

令和 6年

令和 6年

令和 6年

8月

11月

4月

5月

8月

8月

令和 7年 4月
令和 7年  4月

令和 7年  6月
令和 7

氏名  水嶋 息子




